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規 則

　

  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め

る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 ７ 号

　 　 　 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期

　 　 　 日 を 定 め る 規 則

  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ７ 年 月 横

浜 市 条 例 第 号 ） は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 ８ 号

　 　 　 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 （ 令 和 ２ 年 ６ 月 横 浜 市 規 則 第

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ２ 条 中 「 昭 和 年 法 律 第 号 」 の 次 に 「 。 以 下 「 法 」 と い う 。

」 を 加 え る 。

  第 条 第 １ 項 中 「 市 場 の 卸 売 業 者 が 行 う 」 を 「 法 第 ４ 条 第 ６ 項 に

規 定 す る 中 央 卸 売 市 場 又 は 法 第 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 地 方 卸 売 市 場

に お け る 」 に 改 め る 。

  第 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 条   削 除

  第 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 使 用 面 積 」 の 次 に 「 、 １ 日 ご と の 使 用 時

間 （ 本 場 青 果 部 の 配 送 セ ン タ ー （ 時 間 使 用 区 画 ） に つ い て 指 定 を 受

け よ う と す る 場 合 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 使 用

面 積 」 の 次 に 「 、 １ 日 ご と の 使 用 時 間 （ 本 場 青 果 部 の 配 送 セ ン タ ー

（ 時 間 使 用 区 画 ） に つ い て 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合 に 限 る 。 ） 」

を 加 え る 。

  第 条 中 「 得 た 額 」 の 次 に 「 （ １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ

れ を 切 り 捨 て た 額 ） 」 を 加 え る 。

  第 条 の 見 出 し を 「 （ 公 表 事 項 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 市 場 内 の 掲

示 場 に 掲 示 す る 」 を 「 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に

よ り 公 表 す る 」 に 改 め る 。

  別 表 第 ７ 本 場 の 項 中

「  

卸 売 業 者 売 場 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   250 円

卸 売 業 者 低 温 売 場 使

用 料
１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   720 円

仲 卸 業 者 売 場 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,360 円

事 務 室 使 用 料

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

甲   1,650 円   乙   1,000 円   丙   830

円

屋 上 屋 外 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   500 円

配 送 セ ン タ ー 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   610 円

倉 庫 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,250 円
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発 酵 室 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   190 円

加 工 処 理 場 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,530 円

冷 蔵 庫 使 用 料  
１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額  

甲   1,760 円   乙   1,300 円

                                                          」

を

「

卸 売 業 者 売 場 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   376 円  

卸 売 業 者 低 温 売 場 使

用 料
１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,080 円

仲 卸 業 者 売 場 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   2,040 円

事 務 室 使 用 料

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   2,476 円   甲   1,650 円   乙   1,

000 円   丙   830 円

屋 上 屋 外 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   750 円

配 送 セ ン タ ー （ 終 日

使 用 区 画 ） 使 用 料
１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   916 円

配 送 セ ン タ ー （ 時 間

使 用 区 画 ） 使 用 料

１ 平 方 メ ー ト ル 、 １ 時 間 に つ き   月 額  

円

倉 庫 使 用 料 １ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,876 円

加 工 処 理 場 使 用 料
１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

甲   2,296 円   乙   1,530 円

冷 蔵 庫 使 用 料

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   3,433 円   甲   2,640 円   乙   1,

950 円

                                                          」

に 改 め 、 同 表 備 考 中 ６ を ７ と し 、 ５ を ６ と し 、 ４ を ５ と し 、 ３ の 次

に 次 の よ う に 加 え る 。

    ４   配 送 セ ン タ ー （ 時 間 使 用 区 画 ） 使 用 料 の 額 を 算 出 す る 基 礎

      と な る 時 間 数 は 、 市 長 が 指 定 す る １ 日 ご と の 使 用 時 間 数 と す

      る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 令 和 年

  ３ 月 日 ま で の 間 の 使 用 に 係 る 使 用 料 に 関 す る こ の 規 則 に よ る 改

  正 後 の 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う
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  。 ） 別 表 第 ７ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 本 場 の 項 中

「

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   376 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,080 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   2,040 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   2,476 円   甲   1,650 円   乙   1,000 円

  丙   830 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   750 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   916 円

１ 平 方 メ ー ト ル 、 １ 時 間 に つ き   月 額   円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,876 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

甲   2,296 円   乙   1,530 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   3,433 円   甲   2,640 円   乙   1,950 円

                                            」

と あ る の は 、 施 行 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 日 ま で に あ っ て は

「

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   300 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   865 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,633 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   1,980 円   甲   1,650 円   乙   1,000 円

  丙   830 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   600 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   733 円

１ 平 方 メ ー ト ル 、 １ 時 間 に つ き   月 額   円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,500 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

甲   1,837 円   乙   1,530 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   2,747 円   甲   2,113 円   乙   1,560 円

                                            」

と 、 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で に あ っ て は

「  

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   326 円
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１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   937 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,769 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   2,146 円   甲   1,650 円   乙   1,000 円

  丙   830 円  

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   650 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   794 円

１ 平 方 メ ー ト ル 、 １ 時 間 に つ き   月 額   円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,626 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

甲   1,989 円   乙   1,530 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   2,976 円   甲   2,289 円   乙   1,690 円

                                            」

と 、 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で に あ っ て は

「

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   350 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,009 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,905 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   2,310 円   甲   1,650 円   乙   1,000 円

  丙   830 円  

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   700 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   855 円

１ 平 方 メ ー ト ル 、 １ 時 間 に つ き   月 額   円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額   1,750 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

甲   2,143 円   乙   1,530 円

１ 平 方 メ ー ト ル に つ き   月 額

特 甲   3,205 円   甲   2,465 円   乙   1,820 円

                                            」

と す る 。

３   新 規 則 別 表 第 ７ 及 び 前 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 の 使 用 に 係 る 使

  用 料 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 使 用 に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、

  な お 従 前 の 例 に よ る 。

 

37

11 31

39
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  横 浜 市 障 害 者 更 生 相 談 所 事 務 分 掌 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 ９ 号

      横 浜 市 障 害 者 更 生 相 談 所 事 務 分 掌 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

      規 則

  横 浜 市 障 害 者 更 生 相 談 所 事 務 分 掌 規 則 （ 昭 和 年 ９ 月 横 浜 市 規 則

第 104 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ５ 条 第 １ 項 第 ６ 号 中 「 200,000 円 」 を 「 300,000 円 」 に 改 め る

。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

13

62
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告 示

　

横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 公 印 の 改 刻 及 び 廃 止

  次 の と お り 公 印 を 改 刻 し 、 及 び 廃 止 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   改 刻

公 印 の 名 称
使 用 開 始

年 月 日
印         影

横 浜 市 区 長 印 （ 税 専 用

50-03 ）

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

 

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

２   廃 止

公 印 の 名 称 廃 止 年 月 日 印         影

横 浜 市 区 長 印 （ 税 専 用

50-03 ）

令 和 ８ 年

４ 月 １ 日

 

 

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

 

68
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う 行 政 手 続 等 の

　 　 　 一 部 改 正

  情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う 行 政 手 続 等 （ 平 成 年

２ 月 横 浜 市 告 示 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら

施 行 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

地 方 税 法 第 314 条 の

７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲

げ る 寄 附 金 を 受 け 入

れ る 特 定 非 営 利 活 動

法 人 を 指 定 す る た め

の 基 準 、 手 続 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 年

６ 月 横 浜 市 条 例 第

号 ）

第 ３ 条 第 １ 項

及 び 第 ２ 項

令 和 ８ 年

３ 月 日

指 定 の 申 出

第 ９ 条 第 ２ 項 令 和 ８ 年

３ 月 日

指 定 の 更 新 の

申 出

地 方 税 法 第 314 条 の

７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲

げ る 寄 附 金 を 受 け 入

れ る 特 定 非 営 利 活 動

法 人 を 指 定 す る た め

の 基 準 、 手 続 等 に 関

す る 条 例 施 行 規 則 （

平 成 年 ７ 月 横 浜 市

規 則 第 号 ）

第 条 令 和 ８ 年

３ 月 日

役 員 の 変 更 等

の 届 出

第 条 令 和 ８ 年

３ 月 日

事 業 の 概 要 等

に 関 す る 変 更

の 届 出

第 条 第 １ 項 令 和 ８ 年

３ 月 日

役 員 報 酬 規 程

等 の 提 出

第 条 第 ２ 項 令 和 ８ 年

３ 月 日

助 成 金 支 給 書

類 の 提 出

第 条 令 和 ８ 年

３ 月 日

合 併 申 請 の 届

出

69

17

56

13

24

32

13

13

24

70

12

13

13

13

16

13

16

13

18

13
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

指 定 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 月 日 あ ゆ み 歯 科 西 区 中 央 一 丁 目 番

号

令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 医 療 法 人 秋 陽 記 念 会

あ し ほ 総 合 ク リ ニ ッ

ク

鶴 見 区 鶴 見 中 央 三 丁

目 ６ 番 号

  同 つ ど い 薬 局 豊 岡 店 鶴 見 区 豊 岡 町 番

号

  同 ひ か り 薬 局 東 寺 尾 店 鶴 見 区 東 寺 尾 五 丁 目

１ 番 １ 号

  同 つ ど い 薬 局 矢 向 店 鶴 見 区 矢 向 四 丁 目

番 ８ 号

  同 ひ か り 薬 局 反 町 店 神 奈 川 区 反 町 ４ 丁 目

番 地 の

  同 ひ か り 薬 局 西 口 店 神 奈 川 区 鶴 屋 町 ２ 丁

目 番 地 の ３

  同 ひ か り 薬 局 七 島 店 神 奈 川 区 七 島 町 ８ 番

地 の ３

  同 ひ か り 薬 局 戸 部 店 西 区 戸 部 町 ５ 丁 目 19

0 番 地

  同 公 益 財 団 法 人 神 奈 川

県 予 防 医 学 協 会 ウ ェ

ル ポ ー ト み ら い

西 区 み な と み ら い 三

丁 目 ３ 番 ３ 号

  同 石 川 町 内 科 ク リ ニ ッ

ク

中 区 松 影 町 １ 丁 目 ３

番 地 の ７

70

25 49

30 14

13

12 18 27

17

20

15 11

33

27 15

22
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  同 カ ス ヤ 内 科 医 院 南 区 井 土 ケ 谷 下 町 21

8 番 地 の ２

  同 横 浜 み な と 呼 吸 器 内

科 ・ 内 科 ク リ ニ ッ ク

港 南 区 港 南 台 五 丁 目

番 号

  同 ひ か り 薬 局 六 浦 店 金 沢 区 六 浦 五 丁 目 １

番 ３ 号

  同 み な づ き 薬 局 港 北 区 大 倉 山 三 丁 目

番 ６ 号

  同 み な み 台 整 形 外 科 緑 区 長 津 田 み な み 台

五 丁 目 番 地 の ８

  同 サ ニ タ た ま プ ラ ー ザ

薬 局

青 葉 区 新 石 川 三 丁 目

番 地 の

  同 綾 部 薬 局 奈 良 北 店 青 葉 区 奈 良 町 1,670

番 地 の 221

  同 ひ か り 薬 局 名 瀬 店 戸 塚 区 名 瀬 町 766 番

地 の ３

令 和 ８ 年 ２ 月 １ 日 大 口 駅 前 糖 尿 病 内 科 神 奈 川 区 入 江 二 丁 目

番 号

  同 三 ツ 沢 Ｓ Ｏ Ｒ Ａ 整 形

外 科

神 奈 川 区 三 ツ 沢 上 町

５ 番 号

  同 ハ ッ ク ド ラ ッ グ 市 沢

薬 局

旭 区 市 沢 町 614 番 地

の １

  同 在 宅 テ ラ ス 診 療 所 つ

な し ま

港 北 区 綱 島 東 一 丁 目

７ 番 号

  同 き ず な 薬 局 横 浜 店 青 葉 区 し ら と り 台 ２

番 地 の

  同 薬 局 日 本 メ デ ィ カ ル

シ ス テ ム 東 戸 塚 店

戸 塚 区 川 上 町 番 地

の ３

  同 い ず み 野 駅 前 歯 科 ク

リ ニ ッ ク

泉 区 和 泉 町 5,732 番

地 の １

令 和 ８ 年 ３ 月 １ 日 医 療 法 人 香 裕 会 カ ト

レ ヤ プ ラ ザ 歯 科

中 区 伊 勢 佐 木 町 １ 丁

目 ５ 番 地 の ４

２   訪 問 看 護 事 業 者

23 30

29

25

15 16

18 18

14

17
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指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

株 式 会 社 ヴ

ィ ー タ

緑 区 中 山 一

丁 目 ５ 番

号

元 気 訪 問 看 護

リ ハ ス テ ー シ

ョ ン 保 土 ケ 谷

保 土 ケ 谷 区 帷

子 町 ２ 丁 目

番 地

  同 テ イ ト ・ エ

ン タ ー プ ラ

イ ズ 株 式 会

社

金 沢 区 六 浦

一 丁 目 番

号

あ う る 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 泉

泉 区 中 田 東 四

丁 目 番 ２ 号

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

株 式 会 社 幸 神 奈 川 区 七

島 町 112 番

地 の ５

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 幸 横

浜 緑 ４ 号 店

緑 区 十 日 市 場

町 854 番 地 の

４

令 和 ８ 年

３ 月 １ 日

株 式 会 社 Ｓ

Ｔ Ｏ Ａ Ｋ

瀬 谷 区 下 瀬

谷 二 丁 目

番 地 の １

Ｌ Ｉ Ｖ 横 浜 訪

問 看 護

神 奈 川 区 神 大

寺 四 丁 目 番

４ 号
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 年 月

日

氏   名

 

名   称

 

所 在 地

 

令 和 ８ 年

３ 月 １ 日

青   木   風   我 き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 番 ２ 号

  同 齋   藤   祐   美   同   同

  同 志   賀   奎   汰 関 内 伊 勢 佐 木 整

骨 院

中 区 伊 勢 佐 木 町 １

丁 目 ５ 番 地 の １

  同 渡   部   広   大   同   同

  同 池   間   一   駿 こ も れ び 鍼 灸 治

療 院

南 区 六 ツ 川 一 丁 目

番 地 の

  同 平   澤   さ つ き 訪 問 マ ッ サ ー ジ

Ｇ Ｅ Ｎ Ｋ Ｉ   Ｓ

Ｕ Ｎ 横 浜 天 王 町

保 土 ケ 谷 区 天 王 町

１ 丁 目 番 地 の ３

  同 堺       康   祐 ハ ー ト フ ル 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 院 二

俣 川

旭 区 中 沢 一 丁 目

番 号

  同 武   川       亨 フ レ ア ス 在 宅 マ

ッ サ ー ジ 横 浜 磯

子 区 施 術 所

磯 子 区 岡 村 六 丁 目

１ 番 号

  同 藤   野       葵   同   同

  同 原   田   梨   乃 ｓ ｈ ｉ ｓ ｅ ｉ 鍼

灸 マ ッ サ ー ジ

緑 区 十 日 市 場 町 87

2 番 地 の １

  同 羽   田       隆 ま ご こ ろ 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 治 療 院

緑 区 三 保 町 2,300

番 地
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  同 髙   松   恭   子 訪 問 鍼 灸 マ ッ サ

ー ジ Ｋ Ｅ ｉ Ｒ Ｏ

Ｗ 横 浜 青 葉 ス テ

ー シ ョ ン

青 葉 区 市 ケ 尾 町 1,

173 番 地 の

  同 鈴   木       健 ハ ー ト ス マ イ ル

マ ッ サ ー ジ ・ 横

浜 青 葉

青 葉 区 美 し が 丘 五

丁 目 番 地 の ６

  同 青   木   昌   美 株 式 会 社 ア メ ニ

テ ィ ― サ ー ビ ス

鍼 灸 マ ッ サ ー ジ

院

戸 塚 区 前 田 町 501

番 地
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13
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

変 更 年 月

日

名   称 所 在 地

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

な の 花 薬 局 ゆ め が 丘 店 泉 区 ゆ め が 丘 番 地 の ４

な な ほ し 薬 局 ゆ め が 丘

店

２   訪 問 看 護 事 業 者 等

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

株 式 会 社 ｋ

ａ ｉ ｎ ａ ｌ

ｕ

戸 塚 区 上 矢

部 町 番 地

の ３

ｎ ａ ｌ ｕ こ

う な ん 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン

港 南 区 港 南 台

三 丁 目 番

号

ケ ア ー ズ 港

南 台 訪 問 看 護

リ ハ ビ リ ス テ

ー シ ョ ン

令 和 ８ 年

２ 月 ９ 日

株 式 会 社

ア ー ル ・ ク

ラ

港 南 区 野 庭

町 610 番 地

ア ー ル ・ ク ラ

横 浜

港 南 区 野 庭 町

610 番 地

株 式 会 社

ア ー ル ・ ケ

ア

 

 

 

72

25 50

30 14

13

(新) 61

(旧)

47

(新)

22 11

(旧)

(新)

(旧)

16
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 ２ 項 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

変 更 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年

月 １ 日

高   木   健   太 鴨 居 た か ぎ 接

骨 院

緑 区 鴨 居 四 丁

目 番 号

工 藤 総 合 接 骨

院

都 筑 区 中 川 一

丁 目 番 ５ 号

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

吉   村   粧   文 鍼 灸 院 翠 ～ み

ど り ～

港 北 区 綱 島 西

二 丁 目 番 ７ 号

開 設 な し 神 奈 川 区 菅 田

町 1,622 番 地

  同 清   野   高   広 ら い お ん ハ ー

ト 訪 問 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 院 横 浜

都 筑 区 中 川 中

央 一 丁 目 番 １

号

＜ は り き ゅ う

＞ か ら だ 元 気 治

療 院 横 浜 港 北 店

港 北 区 新 横 浜

一 丁 目 番 地 の

３

  同 鶴   見   悠   杜 ら い お ん ハ ー

ト 訪 問 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 院 横 浜

都 筑 区 中 川 中

央 一 丁 目 番 １

号

＜ は り き ゅ う

＞ か ら だ 元 気 治

療 院 横 浜 港 北 店

港 北 区 新 横 浜

一 丁 目 番 地 の

３

令 和 ８ 年

２ 月 ２ 日

阿   部   裕   司 て ご こ ろ 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 治 療

院 綱 島

港 北 区 綱 島 東

二 丁 目 ３ 番 号

73

25 55

30 14

13

12

(新) (新)

52 29

(旧) (旧)

25

(新) (新)

20

(旧) (旧)

(新) (新)

25

(旧) (旧)

18

(新) (新)

25

(旧) (旧)

18

(新) (新)

11

17
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て ご こ ろ 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 治 療

院 新 羽

港 北 区 新 羽 町

1,811 番 地

  同 高   橋   信   光 て ご こ ろ 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 治 療

院 綱 島

港 北 区 綱 島 東

二 丁 目 ３ 番 号

て ご こ ろ 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 治 療

院 新 羽

港 北 区 新 羽 町

1,811 番 地

 

(旧) (旧)

(新) (新)

11

(旧) (旧)

18
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 休 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

休 止 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ８ 年 １ 月 日 医 療 法 人 社 団 ア フ ロ

デ ィ ー テ 横 山 歯 科 医

院

戸 塚 区 上 倉 田 町 769  

番 地 の          

 

74

25 50

30 14

13

31

16

19
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

廃 止 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 月 日 尾 﨑 歯 科 医 院 西 区 中 央 一 丁 目 番

号

令 和 ７ 年 月 日 医 療 法 人 秋 陽 記 念 会

あ し ほ 総 合 ク リ ニ ッ

ク

鶴 見 区 鶴 見 中 央 三 丁

目 番

  同 つ ど い 薬 局 豊 岡 店 鶴 見 区 豊 岡 町 番

号

  同 ひ か り 薬 局 東 寺 尾 店 鶴 見 区 東 寺 尾 五 丁 目

１ 番 １ 号

  同 つ ど い 薬 局 矢 向 店 鶴 見 区 矢 向 四 丁 目

番 ８ 号

  同 ひ か り 薬 局 反 町 店 神 奈 川 区 反 町 ４ 丁 目

番 地 の

  同 ひ か り 薬 局 西 口 店 神 奈 川 区 鶴 屋 町 ２ 丁

目 番 地 の ３

  同 ひ か り 薬 局 七 島 店 神 奈 川 区 七 島 町 ８ 番

地 の ３

  同 ひ か り 薬 局 戸 部 店 西 区 戸 部 町 ５ 丁 目 190

番 地

  同 神 奈 川 県 予 防 医 学 協

会 中 央 診 療 所

中 区 日 本 大 通 番 地

  同 ハ ッ ク ド ラ ッ グ ベ イ

タ ウ ン 本 牧 ５ 番 街 薬

局

中 区 本 牧 原 番

75

25 50

30 14

13

12 17 27

17

12 31

10

15 11

33

27 15

22

58

12

20
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  同 石 川 町 内 科 ク リ ニ ッ

ク

中 区 松 影 町 １ 丁 目 ３

番 地 の ７

  同 カ ス ヤ 内 科 医 院 南 区 井 土 ケ 谷 下 町 21

8 番 地 の ２

  同 横 浜 み な と 呼 吸 器 内

科 ・ 内 科 ク リ ニ ッ ク

港 南 区 港 南 台 五 丁 目

番 号

  同 伴 整 形 外 科 磯 子 区 森 一 丁 目 番

２ 号

  同 ひ か り 薬 局 六 浦 店 金 沢 区 六 浦 五 丁 目 １

番 ３ 号

  同 み な づ き 薬 局 港 北 区 大 倉 山 三 丁 目

番 号

  同 み な み 台 整 形 外 科 緑 区 長 津 田 み な み 台

五 丁 目 番 地 の ８

  同 サ ニ タ た ま プ ラ ー ザ

薬 局

青 葉 区 新 石 川 三 丁 目

番 地 の

  同 綾 部 薬 局 奈 良 北 店 青 葉 区 奈 良 町 1,566

番 地 の 271

  同 ひ か り 薬 局 名 瀬 店 戸 塚 区 名 瀬 町 766 番

地 の ３

 

23 30

10

29 21

25

15 16

21
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 ２ 項 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

廃 止 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ４ 年

６ 月 日

内   村       宇 て ご こ ろ 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 治 療 院

新 羽

港 北 区 新 羽 町 1,81

1 番 地

令 和 ７ 年

月 日

新   田   恵   斗 き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 番 ２ 号

 

76

25 55

30 14

13

11

10 31 24

22
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ

っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

辞 退 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 さ く ら 耳 鼻 科 中 区 山 手 町 ４ 番 地 の

令 和 ８ 年 ２ 月 日 倉 持 歯 科 医 院 戸 塚 区 汲 沢 八 丁 目 ２

番 ７ 号

 

77

25 50

30 14

13

14

14

23

横浜市報　定期第225号　令和８年３月13日



横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ６ 年

月 日

株 式 会 社 エ

ヌ エ ス ケ ア

西 区 北 幸 二 丁

目 ３ 番 号

り あ ん ケ ア ス

テ ー シ ョ ン 東

戸 塚

南 区 六 ツ

川 四 丁 目 1

,142 番 地 の

南 区 六 ツ

川 四 丁 目 1

,171 番 地

２   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ６ 年

月 １ 日

株 式 会 社 ネ

ク サ ス リ ン

グ

青 葉 区 す み

よ し 台 番 地

の

つ な が り 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 青 葉

青 葉 区 す

み よ し 台

番 地 の

青 葉 区 奈 良

五 丁 目 番 地

の ２

青 葉 区 奈

良 五 丁 目

番 地 の ２

令 和 ７ 年

月 １ 日

株 式 会 社 Ｄ

’ Ｅ Ｆ Ｆ Ｏ

Ｒ Ｔ

港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア

神 奈 川 区 片

倉 一 丁 目

番 号

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

78

25 54

30 14

13

12 12 19

(新)

12

(旧)

10

(新)

27

20

(新)

27

20

(旧)

28

(旧)

28

11

(新)

13

12

(旧)

16

24
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  同   同 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア 上 星 川

保 土 ケ 谷 区

上 星 川 三 丁

目 ２ 番 号

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

  同   同 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア 二 俣 川

旭 区 二 俣 川

２ 丁 目 番

地

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

  同   同 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア あ ざ み 野

青 葉 区 美 し

が 丘 五 丁 目

番 地 の １

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

  同   同 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア セ ン タ ー

南

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番

２ 号

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

株 式 会 社 若

武 者 ケ ア

港 南 区 日 野 南

一 丁 目 ６ 番

号

若 武 者 ケ ア

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン 南

南 区 南 太 田

一 丁 目 番

号

若 武 者 ケ ア

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン

３   居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

(新)

24

(旧)

16

(新)

56

(旧)

16

(新)

35

(旧)

16

(新)

13

(旧)

16

17

(新)

32

21

(旧)

25
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変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

株 式 会 社 な

の 花 東 日 本

東 京 都 港 区 虎

ノ 門 １ 丁 目 １

番 号

な の 花 薬 局

ゆ め が 丘 店

泉 区 ゆ め が

丘 番 地 の

４
な な ほ し 薬

局 ゆ め が 丘 店

４   居 宅 介 護 事 業 者 （ 福 祉 用 具 貸 与 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

月 １ 日

グ リ ー ン ス

ノ ー 株 式 会

社

旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 号

ス ノ ー ケ ア 旭 旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 ６ 号

旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 ６ 号

５   居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 福 祉 用 具 販 売 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

月 １ 日

グ リ ー ン ス

ノ ー 株 式 会

社

旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 号

ス ノ ー ケ ア 旭 旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 ６ 号

旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 ６ 号

６   居 宅 介 護 支 援 事 業 者

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称

居 宅 介 護 支

援 事 業 所 の

所 在 地

令 和 ６ 年

７ 月 １ 日

株 式 会 社 は

ま い ろ

中 区 尾 上 町 １

丁 目 ６ 番 地

は ま い ろ 居 宅

介 護 支 援 事 業

所

保 土 ケ 谷

区 新 桜 ケ 丘

一 丁 目 番

５ 号

18

(新)

61

(旧)

10

(新)

19

23 47

(旧)

47

10

(新)

19

23 47

(旧)

47

(新)

28

26
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保 土 ケ 谷

区 新 桜 ケ 丘

一 丁 目 番

６ 号

７   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ６ 年

月 １ 日

株 式 会 社 ネ

ク サ ス リ ン

グ

青 葉 区 す み

よ し 台 番 地

の

つ な が り 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 青 葉

青 葉 区 す

み よ し 台

番 地 の

青 葉 区 奈 良

五 丁 目 番 地

の ２

青 葉 区 奈

良 五 丁 目

番 地 の ２

令 和 ７ 年

月 １ 日

株 式 会 社 Ｄ

’ Ｅ Ｆ Ｆ Ｏ

Ｒ Ｔ

港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア

神 奈 川 区 片

倉 一 丁 目

番 号

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

  同   同 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア 上 星 川

保 土 ケ 谷 区

上 星 川 三 丁

目 ２ 番 号

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

  同   同 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア 二 俣 川

旭 区 二 俣 川

２ 丁 目 番

地

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

  同   同 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア あ ざ み 野

青 葉 区 美 し

が 丘 五 丁 目

番 地 の １

(旧)

18

10

(新)

27

20

(新)

27

20

(旧)

28

(旧)

28

11

(新)

13

12

(旧)

16

(新)

24

(旧)

16

(新)

56

(旧)

16

(新)

35

27
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都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

  同   同 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 ６ 番

地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア セ ン タ ー

南

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番

２ 号

都 筑 区 茅 ケ

崎 中 央 番 ６

号

令 和 ８ 年

２ 月 １ 日

株 式 会 社 若

武 者 ケ ア

港 南 区 日 野 南

一 丁 目 ６ 番

号

若 武 者 ケ ア

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン 南

南 区 南 太 田

一 丁 目 番

号

若 武 者 ケ ア

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン

８   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

株 式 会 社 な

の 花 東 日 本

東 京 都 港 区 虎

ノ 門 １ 丁 目 １

番 号

な の 花 薬 局

ゆ め が 丘 店

泉 区 ゆ め が

丘 番 地 の

４
な な ほ し 薬

局 ゆ め が 丘 店

９   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

月 １ 日

グ リ ー ン ス

ノ ー 株 式 会

社

旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 号

ス ノ ー ケ ア 旭 旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 ６ 号

旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 ６ 号

(旧)

16

(新)

13

(旧)

16

17

(新)

32

21

(旧)

18

(新)

61

(旧)

10

(新)

19

23 47

(旧)

47

28
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  介 護 予 防 事 業 者 （ 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

月 １ 日

グ リ ー ン ス

ノ ー 株 式 会

社

旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 号

ス ノ ー ケ ア 旭 旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 ６ 号

旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目

番 ６ 号

  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称

介 護 予 防 ・

日 常 生 活 支

援 総 合 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ６ 年

月 日

株 式 会 社 エ

ヌ エ ス ケ ア

西 区 北 幸 二 丁

目 ３ 番 号

り あ ん ケ ア ス

テ ー シ ョ ン 東

戸 塚

南 区 六 ツ

川 四 丁 目 1

,142 番 地 の

南 区 六 ツ

川 四 丁 目 1

,171 番 地

 

 

 

10

10

(新)

19

23 47

(旧)

47

11

12 12 19

(新)

12

(旧)

29
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

月 日

有 限 会 社 日

野 薬 局

港 南 区 日 野 九

丁 目 番 号

日 野 薬 局 上 野

庭 店

港 南 区 野 庭

町 676 番 地

の ４

  同   同   同 日 野 薬 局 港 南 区 日 野

九 丁 目 番

号

  同 有 限 会 社 綾

部 フ ァ ー マ

シ ー

東 京 都 町 田 市

鶴 川 ５ 丁 目

番 地 の

綾 部 薬 局 奈 良

北 店

青 葉 区 奈 良

町 1,566 番

地 の 271

令 和 ８ 年

１ 月 日

株 式 会 社 わ

か ば

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 番 地

の

横 浜 ぴ お シ テ

ィ 漢 方 桜 木 町

薬 局

中 区 桜 木 町

１ 丁 目 １ 番

地

２   居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 介 護 ）

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ８ 年

１ 月 日

社 会 福 祉 法

人 横 浜 共 生

会

港 北 区 新 吉 田

町 6,001 番 地

の ６

社 会 福 祉 法 人

  横 浜 共 生 会

横 浜 市 樽 町 地

域 ケ ア プ ラ ザ

港 北 区 樽 町

一 丁 目 番

号

３   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

79

25 54

30 14

13

12 31 44 21

44

21

10

25

31 12

10

31 22

46

30
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令 和 ７ 年

月 日

有 限 会 社 日

野 薬 局

港 南 区 日 野 九

丁 目 番 号

日 野 薬 局 上 野

庭 店

港 南 区 野 庭

町 676 番 地

の ４

  同 有 限 会 社 綾

部 フ ァ ー マ

シ ー

東 京 都 町 田 市

鶴 川 ５ 丁 目

番 地 の

綾 部 薬 局 奈 良

北 店

青 葉 区 奈 良

町 1,566 番

地 の 271

令 和 ８ 年

１ 月 日

株 式 会 社 わ

か ば

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 番 地

の

横 浜 ぴ お シ テ

ィ 漢 方 桜 木 町

薬 局

中 区 桜 木 町

１ 丁 目 １ 番

地

 

12 31 44 21

10

25

31 12

10

31
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 兼 用 工 作 物 の 管 理 に 関 す る 協 議 の 内 容

  都 市 公 園 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 ５ 条 の 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 金 沢 緑 地 と 市 道 杉 田 第 590 号 線 の 兼 用 工 作 物 の 管 理 に つ い て

、 道 路 管 理 者 と の 間 に 次 の と お り 協 議 が 成 立 し た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 告 示 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   公 園 の 名 称 及 び 位 置

    名 称

      金 沢 緑 地

    位 置

      金 沢 区 並 木 一 丁 目 １ 番 ほ か

２   兼 用 工 作 物 の 位 置

金 沢 区 並 木 一 丁 目 番 の ２

３   管 理 を 行 う 者 の 名 称 及 び 住 所

    公 園 管 理 者

      横 浜 市 長   山   中   竹   春

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    道 路 管 理 者

      横 浜 市 長   山   中   竹   春

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

４   管 理 の 内 容

    公 園 管 理 者

      園 路 等 の 維 持 、 改 築 及 び 修 繕 に 関 す る 業 務 、 そ の 他 の 管 理 に

関 す る こ と

    道 路 管 理 者

      エ レ ベ ー タ ー 及 び 連 絡 通 路 等 の 維 持 、 改 築 及 び 修 繕 に 関 す る

業 務 、 そ の 他 の 管 理 に 関 す る こ と

５   管 理 の 始 期

    令 和 ８ 年 ３ 月 日
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 保 存 す べ き 緑 地 の 指 定

  緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 昭 和 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ）

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 す べ き 緑 地 と し て 、 次 の 地 域 を

指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

保 存 す べ き 緑 地       指 定 地 域       指 定 期 間

緑 地 保 存 地 区 保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 380

番 の １ の 一 部 、 380 番

の ２ 及 び 1,425 番 の ４

旭 区 白 根 三 丁 目 366 番

の １

金 沢 区 釜 利 谷 南 一 丁 目

1,340 番 の １

栄 区 飯 島 町 2,433 番 の

２

令 和 ７ 年 月 日 か ら

令 和 年 ３ 月 日 ま で

源 流 の 森 保 存 地

区

神 奈 川 区 菅 田 町 1,824

番 の １ の 一 部 、 1,828

番 の ５ の 一 部 及 び 1,82

8 番 の ７ の 一 部

旭 区 今 宿 西 町 357 番 の

一 部

旭 区 今 宿 南 町 2,083 番

か ら 2,085 番 ま で 及 び

2,218 番 の １

旭 区 下 川 井 町 1,519 番

の ９ 及 び 2,225 番 の １

の 一 部

港 北 区 新 羽 町 2,318 番

の ３ 、 2,327 番 の ２ 、

2,328 番 、 2,335 番 及

び 2,339 番

青 葉 区 恩 田 町 2,387 番

の ２ 、 2,533 番 の １ の

一 部 及 び 2,533 番 の ３

か ら   2,533 番 の ６ ま

で

令 和 ７ 年 月 日 か ら

令 和 年 ３ 月 日 ま で
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戸 塚 区 東 俣 野 町 777 番

、 778 番 及 び 780 番

瀬 谷 区 阿 久 和 南 一 丁 目

番 の か ら 番 の

ま で 、 番 の 及 び

番 の
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 美 化 推 進 重 点 地 区 の 区 域 の 指 定

  横 浜 市 空 き 缶 等 及 び 吸 い 殻 等 の 散 乱 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

７ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 美 化 推 進 重 点

地 区 の 区 域 を 、 次 の と お り 指 定 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 年 月 日 指 定 場 所

指 定 地 区 名 区  域  図

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 新 子 安 駅 周 辺 地 区 別 図 の と お り
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 自 動 販 売 機 の 届 出 対 象 地 区 の 区 域 の 指 定

  横 浜 市 空 き 缶 等 及 び 吸 い 殻 等 の 散 乱 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

７ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 自 動 販 売 機 の

届 出 対 象 地 区 の 区 域 を 、 次 の と お り 指 定 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 年 月 日 指 定 場 所

指 定 地 区 名 区  域  図

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 新 子 安 駅 周 辺 地 区 別 図 の と お り
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 兼 用 工 作 物 の 管 理 に 関 す る 協 議 の 内 容

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

金 沢 緑 地 と 市 道 杉 田 第 590 号 線 の 兼 用 工 作 物 の 管 理 に つ い て 、 公 園

管 理 者 と の 間 に 次 の と お り 協 議 が 成 立 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 の 種 類 、 路 線 名 及 び 位 置

  種   類   路   線   名           位       置

市     道 杉 田 第 590 号

線

金 沢 区 並 木 1 丁 目 １ 番 か ら

同 区 同 町 番 の ２ ま で

２   管 理 者 の 氏 名 及 び 住 所

    道 路 管 理 者

      横 浜 市 長   山   中   竹   春

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    公 園 管 理 者

      横 浜 市 長   山   中   竹   春

      中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

３   管 理 の 内 容

    道 路 管 理 者

      エ レ ベ ー タ ー 及 び 連 絡 通 路 等 の 維 持 、 改 築 及 び 修 繕 そ の 他 の

    管 理 に 関 す る こ と

    公 園 管 理 者

      園 路 等 の 維 持 、 改 築 及 び 修 繕 そ の 他 の 管 理 に 関 す る こ と

４   管 理 の 始 期

    令 和 ８ 年 ３ 月 日
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 路 線 の 認 定

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 市 道 路 線 を 認 定 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

    路   線   名
        起                   点

        終                   点

小 机

第 394 号 線

港 北 区 小 机 町 2,434 番 の １ 地 先

同   区 同   町 2,484 番 の ９ 地 先
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 路 線 の 廃 止

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

次 の よ う に 市 道 路 線 を 廃 止 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

    路   線   名
        起                   点

        終                   点

六 ツ 川

第 368 号 線
南 区 六 ツ 川 二 丁 目 142 番 の １ 地 内

野 庭

第 411 号 線

港 南 区 日 野 南 二 丁 目 5,423 番 の ２ 地 先

同   区 同           5,395 番 の 地 先

希 望 が 丘

第 368 号 線

旭 区 柏 町 番 の １ 地 内

同 区 同 町 同 番 の ３ 地 内

長 津 田

第 118 号 線

緑 区 長 津 田 三 丁 目 1,810 番 の 地 内

同 区 同           同     番 の 地 内

長 津 田

第 119 号 線
緑 区 長 津 田 二 丁 目 1,810 番 の ２ 地 内

新 石 川

第 243 号 線

青 葉 区 新 石 川 一 丁 目 番 の 地 先

同   区 同           同 番 の 地 先

戸 塚

第 366 号 線

戸 塚 区 上 倉 田 町 1,091 番 の １ 地 先

同   区 同     町 1,086 番 の ２ 地 先

戸 塚

第 367 号 線

戸 塚 区 上 倉 田 町 1,085 番 の ３ 地 先

同   区 同     町 1,086 番 の １ 地 先

目 黒

第 号 線

瀬 谷 区 上 瀬 谷 町 番 の ４ 地 先

同   区 同     町 番 の ５ 地 先

目 黒

第 号 線

瀬 谷 区 上 瀬 谷 町 番 の １ 地 先

同   区 同     町 番 の ２ 地 先

深 見 瀬 谷 区 中 屋 敷 二 丁 目 番 の 地 先
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第 号 線 同   区 同           同 番 の 地 先

下 瀬 谷

第 375 号 線

瀬 谷 区 下 瀬 谷 一 丁 目 番 の ８ 地 先

同   区 同           同 番 の １ 地 先
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 区 域 の 決 定 及 び 供 用 の 開 始

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 決 定 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 決 定 及 び 供 用 開 始 の 期 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名 区   間 幅  員 延  長

 

小 机

第 394 号 線

 

港 北 区 小 机 町 2,434 番 の １ 地 先 か

ら

同   区 同   町 2,484 番 の ９ 地 先 ま

で

   

  4.50

な い し

  6.58

   

 

106.68
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 区 域 の 供 用 の 廃 止

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 の 供 用 を 廃 止 す る

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 供 用 廃 止 の 期 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名 区   間 幅  員 延  長

 

上 瀬 谷

第 号 線

 

瀬 谷 区 瀬 谷 町 7,449 番 の ５ 地 内

 

   

  4.30

な い し

  4.50

   

 

458.40
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 県 道 区 域 の 変 更

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 変 更 の 期 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名

旧

・

新

の

別

区   間 幅  員 延  長

横 浜 厚 木

旧

瀬 谷 区 三 ツ 境 ４ 番 の １ 地

先 か ら

同   区 同     ７ 番 の １ 地

先 ま で

  m

  9.93

な い し

17.38

  m

 

61.26

 

新   同

14.08

な い し

39.55

 

  同
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 区 域 の 変 更 及 び 供 用 の 開 始

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 変 更 及 び 供 用 開 始 の 期 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名

旧

・

新

の

別

区   間 幅  員 延  長

大 口

第 393 号 線

旧

神 奈 川 区 大 口 通 122 番 の

地 先 か ら

同     区 同     同   番 の

６ 地 先 ま で

  m

 

  4.01

 

  m

 

20.62

 

新   同

  4.62

な い し

  4.72

 

  同

 

野 庭

第 187 号 線

旧

港 南 区 日 野 中 央 二 丁 目 1,9

23 番 の ９ 地 先 か ら

同   区 同             1,9

31 番 の 地 先 ま で

  4.75

な い し

  4.94

 

19.17

 

新   同

 

  5.51

 

 

  同

 

中 原

第 287 号 線

旧

港 南 区 笹 下 三 丁 目 4,628

番 の ５ 地 先 か ら

同   区 同         同    

番 の １ 地 先 ま で

  2.73

な い し

  3.19

 

  5.50

 

新   同   同

 

  同

 

 

 

 

旧

磯 子 区 洋 光 台 五 丁 目 ５ 番

の ３ 地 先 か ら

 

10.50

 

  3.73
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洋 光 台

第 401 号 線

同   区 同           同 番

の ４ 地 先 ま で

   

新   同

 

  同

 

 

  同

 

洋 光 台

第 402 号 線

旧

磯 子 区 洋 光 台 五 丁 目 ５ 番

の １ 地 先 か ら

同   区 同           同 番

の ３ 地 先 ま で

 

  6.00

 

 

  3.61

 

新   同

 

  同

 

 

  同

 

旧

磯 子 区 洋 光 台 五 丁 目 ５ 番

の １ 地 先 か ら

同   区 同           同 番

の ３ 地 先 ま で

 

  6.00

 

 

  3.59

 

新   同

 

  同

 

 

  同

 

杉 田

第 590 号 線

旧

金 沢 区 並 木 一 丁 目 番 の

１ 地 先 か ら

同   区 同         番 の

２ 地 内 ま で

 

20.01

 

 

  6.32

 

新   同

52.48

な い し

52.54

 

  同

 

小 机

第 号 線

旧

港 北 区 小 机 町 2,482 番 の

１ 地 先 か ら

同   区 同   町 2,434 番 の

１ 地 先 ま で

  1.81

な い し

  1.82

 

  3.33

 

新   同

  2.44

な い し

  2.89

 

  同

 

 

 

 

菊 名

第 165 号 線

旧

港 北 区 篠 原 北 一 丁 目 2,652

番 の 地 先 か ら

同   区 同           2,518

番 の ３ 地 先 ま で

  3.96

な い し

  3.98

 

  3.05

 

 

新

 

  同

  3.98

な い し

 

  同

12

26

97

26

47

横浜市報　定期第225号　令和８年３月13日



  3.99  

北 八 朔 北 部

第 282 号 線

旧

緑 区 北 八 朔 町 1,254 番 の

１ 地 先 か ら

同 区 同     町 1,233 番 の

１ 地 先 ま で

  2.38

な い し

  3.38

 

64.99

 

新   同

  3.34

な い し

  6.16

 

  同

 

北 八 朔 北 部

第 363 号 線

旧

緑 区 北 八 朔 町 1,248 番 地

先 か ら

同 区 同     町 1,263 番 の

１ 地 先 ま で

 

  2.68

 

 

  4.91

 

新   同

  3.39

な い し

  3.46

 

  同

 

北 八 朔 南 部

第 150 号 線

旧

緑 区 青 砥 町 635 番 の 249

地 先 か ら

同 区 同   町 778 番 の 地

先 ま で

  5.61

な い し

  5.77

 

32.53

 

新   同

  6.04

な い し

  6.10

 

  同

 

旧

緑 区 青 砥 町 635 番 の 249

地 先 か ら

同 区 同   町 778 番 の ７ 地

先 ま で

  5.60

な い し

  5.61

 

34.38

 

新   同

  6.04

な い し

  6.70

 

  同

 

新 石 川

第 178 号 線

旧

青 葉 区 美 し が 丘 五 丁 目

番 の １ 地 先 か ら

同   区 同            

番 の ７ 地 先 ま で

  4.54

な い し

  4.55

 

45.48

 

新   同

  6.01

な い し

  6.04

 

  同

 

 

 

 

 

旧

青 葉 区 新 石 川 一 丁 目 番

の 地 先 か ら

  2.72

な い し

 

  1.41
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新 石 川

第 246 号 線

同   区 同           番

の ８ 地 先 ま で

  2.73

新   同

  3.36

な い し

  3.41

 

  同

 

原 宿

第 284 号 線

旧

栄 区 田 谷 町 1,870 番 の １

地 先 か ら

同 区 同   町 1,687 番 の １

地 先 ま で

  8.05

な い し

  8.68

 

55.67

 

新   同

  7.01

な い し

  8.68

 

  同

 

飯 島

第 370 号 線

旧

栄 区 小 菅 ケ 谷 二 丁 目 1,496

番 の １ 地 先 か ら

同 区 同             1,490

番 地 先 ま で

  1.09

な い し

  1.80

 

84.19

 

新

栄 区 小 菅 ケ 谷 二 丁 目 1,525

番 の 地 先 か ら  

同 区 同             1,490

番 地 先 ま で

  2.94

な い し

  5.51

 

84.24

 

飯 島

第 371 号 線

旧

栄 区 小 菅 ケ 谷 二 丁 目 1,494

番 の ４ 地 先 か ら

同 区 同             1,496

番 の ４ 地 先 ま で

  3.97

な い し

  4.35

 

  4.92

 

新

栄 区 小 菅 ケ 谷 二 丁 目 1,494

番 の ９ 地 先 か ら  

同 区 同             1,496

番 の ４ 地 先 ま で

  同

 

  3.20

 

飯 島

第 381 号 線

旧

栄 区 小 菅 ケ 谷 二 丁 目 1,525

番 の 地 先 か ら

同 区 同             1,514

番 地 先 ま で

  1.70

な い し

  1.96

 

13.41

 

新   同

  3.19

な い し

  3.35

 

  同

 

 

 

 

岡 津

旧

泉 区 岡 津 町 1,720 番 の １

地 先 か ら

同 区 同   町 1,674 番 の

地 先 ま で

  2.69

な い し

  2.78

 

25.04
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第 247 号 線

新   同

  4.50

な い し

  4.53

 

  同

 

和 泉 町

第 112 号 線

旧

泉 区 和 泉 中 央 南 三 丁 目 3,8

58 番 の ４ 地 先 か ら

同 区 和 泉 中 央 南 二 丁 目 3,9

38 番 の ４ 地 先 ま で

  2.70

な い し

  3.31

 

38.40

 

新   同

  3.34

な い し

  3.55

 

  同

 

目 黒

第 134 号 線

旧

瀬 谷 区 本 郷 一 丁 目 番 の

地 先 か ら

同   区 同         番 の

地 先 ま で

  3.58

な い し

  4.52

 

  6.82

 

新   同

  4.51

な い し

  5.41

 

  同

 

深 見

第 号 線

旧

瀬 谷 区 本 郷 一 丁 目 番 の

地 先 か ら

同   区 同         番 の

地 先 ま で

  2.68

な い し

  2.72

 

11.93

 

新   同

 

  5.51

 

 

  同

 

上 瀬 谷

第 208 号 線

旧

瀬 谷 区 相 沢 三 丁 目 番 の

地 先 か ら

同   区 同         番 の

地 先 ま で

  3.02

な い し

  3.34

 

57.65

 

新   同

 

  4.51

 

 

  同

 

上 瀬 谷

第 301 号 線

旧

瀬 谷 区 相 沢 三 丁 目 番 の

４ 地 先 か ら

同   区 同         番 の

地 先 ま で

  3.82

な い し

  3.95

 

22.51

 

新

瀬 谷 区 相 沢 三 丁 目 番 の

４ 地 先 か ら  

同   区 同         番 の

地 先 ま で

  4.59

な い し

  4.68

 

20.87
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瀬 谷

第 号 線

旧

瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 338 番 の

１ 地 先 か ら

同   区 同     町 337 番 の

１ 地 先 ま で

  2.73

な い し

  2.75

 

31.22

 

新   同

  3.37

な い し

  5.26

 

30.58

 

瀬 谷

第 114 号 線

旧

瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 328 番 地

先 か ら

同   区 同     町 337 番 の

１ 地 先 ま で

  2.72

な い し

  2.91

 

24.02

 

新   同

  2.87

な い し

  3.45

 

  同

 

瀬 谷

第 122 号 線

旧

瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 338 番 の

３ 地 先 か ら

同   区 同     町 同   番 の

１ 地 先 ま で

  1.81

な い し

  5.47

 

20.37

 

新   同

  2.91

な い し

  6.24

 

  同
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 区 域 の 変 更

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 変 更 の 期 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名

旧

・

新

の

別

区   間 幅  員 延  長

六 角 橋

第 535 号 線

旧
神 奈 川 区 星 野 町 番 の １

地 内

  m

 

  9.10

 

  m

 

  5.09

 

新   同

12.01

な い し

12.28

 

  同

 

中 原

第 180 号 線

旧
港 南 区 笹 下 三 丁 目 4,617

番 の 地 先

  6.42

な い し

  6.83

 

  2.84

 

新   同

  3.55

な い し

  3.56

 

  同

 

四 季 美 台

第 362 号 線

旧

旭 区 本 宿 町 112 番 の １ 地

先 か ら

同 区 同   町 111 番 の ２ 地

先 ま で

18.00

な い し

19.31

 

37.22

 

新   同

19.31

な い し

50.00

 

  同

 

 

 

 

 

旧

港 北 区 篠 原 北 一 丁 目 2,502

番 の 地 先 か ら

 

  4.00

 

 

  4.29
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菊 名

第 170 号 線

同   区 同           2,518

番 の ３ 地 先 ま で

新   同

 

  同

 

 

  同

 

北 八 朔 北 部

第 361 号 線

旧

緑 区 北 八 朔 町 1,254 番 の

２ 地 先 か ら

同 区 同     町 1,253 番 の

１ 地 先 ま で

  1.87

な い し

  2.10

 

14.95

 

新

緑 区 北 八 朔 町 1,254 番 の

１ 地 先 か ら  

同 区 同     町 1,253 番 の

１ 地 先 ま で

  1.91

な い し

  2.10

 

12.06

 

下 瀬 谷

第 310 号 線

旧

泉 区 上 飯 田 町 4,758 番 の

１ 地 先 か ら

同 区 同     町 4,720 番 の

１ 地 先 ま で

10.69

な い し

14.54

 

30.59

 

新   同

10.67

な い し

10.69

 

  同

 

岡 津

第 151 号 線

旧

泉 区 桂 坂 １ 番 の ９ 地 先 か

ら

同 区 岡 津 町 1,720 番 の ５

地 先 ま で

  5.15

な い し

  5.18

 

31.57

 

新   同

  4.50

な い し

  4.52

 

  同
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公 告

　

横 浜 市 公 告 第 144 号

　 　 　 職 員 の 懲 戒 処 分

  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 年 法 律 第 261 号 ） 第 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ８ 年 ２ 月 日 懲 戒 処 分 に 付 し た

。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

所 属 又 は 補 職 職 名 氏 名 処 分 の 内 容

医 療 局 総 務 部 職 員

課
事 務 職 員 山   本   丁   業 停 職 箇 月

25 29
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横 浜 市 公 告 第 145 号

　 　 　 職 員 の 懲 戒 処 分

  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 年 法 律 第 261 号 ） 第 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ８ 年 ２ 月 日 懲 戒 処 分 に 付 し た

。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

所 属 又 は 補 職 職 名 氏 名 処 分 の 内 容

総 務 局 総 務 部 管 理

課
技 能 職 員 末   崎   龍   祐 停 職 箇 月

25 29

27

13
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横 浜 市 公 告 第 146 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

ヒ ュ ー リ ッ ク み な と み ら い

中 区 桜 木 町 １ 丁 目 １ 番 地 の ７

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社

  代 表 取 締 役   大   山   一   也

東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ４ 番 １ 号

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項 変   更   前 変   更   後

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

株 式 会 社 ジ ー ユ ー

代 表 取 締 役

  柚   木       治

山 口 県 山 口 市 佐 山 10,

717 番 地 の １

ほ か 者

株 式 会 社 ジ ー ユ ー

代 表 取 締 役

  黒   瀬   友   和

山 口 県 山 口 市 佐 山 10,

717 番 地 の １

ほ か 者

    変 更 の 年 月 日

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ８ 年 ２ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

10 91

13

(１)

(２)

(３)

44 43

(４)

(５)
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50 10
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横 浜 市 公 告 第 147 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      コ ス ト コ ホ ー ル セ ー ル 金 沢 シ ー サ イ ド 倉 庫 店

      金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 ６ 番 地

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      コ ス ト コ ホ ー ル セ ー ル ジ ャ パ ン 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   ケ リ ー ・ ラ イ ア ン ・ ハ ン ト

      千 葉 県 木 更 津 市 瓜 倉 361 番 地 （ 金 田 西 ２ 街 区 ２ 画 地 ）

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項 変   更   前 変   更   後

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

コ ス ト コ ホ ー ル セ ー

ル ジ ャ パ ン 株 式 会 社

代 表 取 締 役

  ケ ン ・ テ リ オ

千 葉 県 木 更 津 市 瓜 倉 3

61 番 地 （ 金 田 西 ２ 街

区 ２ 画 地 ）

コ ス ト コ ホ ー ル セ ー

ル ジ ャ パ ン 株 式 会 社

代 表 取 締 役

  ケ リ ー ・ ラ イ ア ン

・ ハ ン ト

千 葉 県 木 更 津 市 瓜 倉 3

61 番 地 （ 金 田 西 ２ 街

区 ２ 画 地 ）

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

コ ス ト コ ホ ー ル セ ー

ル ジ ャ パ ン 株 式 会 社

代 表 取 締 役

  ケ ン ・ テ リ オ

千 葉 県 木 更 津 市 瓜 倉 3

61 番 地 （ 金 田 西 ２ 街

区 ２ 画 地 ）

コ ス ト コ ホ ー ル セ ー

ル ジ ャ パ ン 株 式 会 社

代 表 取 締 役

  ケ リ ー ・ ラ イ ア ン

・ ハ ン ト

千 葉 県 木 更 津 市 瓜 倉 3

61 番 地 （ 金 田 西 ２ 街

10 91

13

(１)

(２)

(３)
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区 ２ 画 地 ）

    変 更 の 年 月 日

令 和 ７ 年 月 １ 日

    変 更 し た 理 由

設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ８ 年 ２ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

 

(４)

12

(５)
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50 10
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横 浜 市 公 告 第 148 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    神 奈 川 区 千 若 町 １ 丁 目 ３ 番 の １ 、 ３ 番 の ２ 及 び ３ 番 の ５ の 各 一

  部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

 

14 53 11

13
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横 浜 市 公 告 第 149 号

　 　 　 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質

　 　 　 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定

  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例

第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害

物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す

る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て 指 定 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    瀬 谷 区 卸 本 町 9,277 番 の ４ の 一 部

２   土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    鉛 及 び そ の 化 合 物

14 12

58 67

13

60

横浜市報　定期第225号　令和８年３月13日



横 浜 市 公 告 第 150 号

　 　 　 計 画 段 階 配 慮 書 の 縦 覧

  横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 家 庭 系 プ ラ ス チ

ッ ク 資 源 再 商 品 化 プ ラ ン ト 建 設 計 画 に 係 る 計 画 段 階 配 慮 書 （ 以 下 「

配 慮 書 」 と い う 。 ） の 提 出 が あ っ た の で 、 条 例 第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ

き 、 当 該 配 慮 書 の 写 し を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

  配 慮 書 に つ い て 環 境 の 保 全 に 関 す る 情 報 を 有 す る 者 は 、 条 例 第

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 縦 覧 期 間 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 環 境 情

報 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   計 画 段 階 事 業 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

  地

    ベ ス プ ラ 株 式 会 社

      代 表 取 締 役 社 長   堀   内   継   由

    厚 木 市 金 田 1,141 番 地 の ３

２   事 業 の 名 称

    家 庭 系 プ ラ ス チ ッ ク 資 源 再 商 品 化 プ ラ ン ト 建 設 計 画

３   事 業 を 実 施 し よ う と す る 区 域

    泉 区 和 泉 町 7,055 番 地 の １ ほ か

４   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 み ど り 環 境 局 環 境 保 全 部 環 境 影 響 評 価 課

    泉 区 和 泉 中 央 北 五 丁 目 １ 番 １ 号

    横 浜 市 泉 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課

５   縦 覧 期 間

    令 和 ８ 年 ３ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 日 ま で

 

 

22 12 46

10

13

50 10

13 27
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横 浜 市 公 告 第 151 号

　 　 　 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更

  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

変   更

年 月 日

指 定

番 号

名   称 代 表 者 氏 名 営 業 所 所 在 地

令 和 ８ 年

１ 月 ５ 日

30126 有 限 会 社

永 匠

窪   島   勇   人 藤 沢 市 善 行 坂 ２

丁 目 ７ 番 ６ 号

藤 沢 市 善 行 坂 ２

丁 目 番 号

11

13

(新)

(旧)

12 55

62

横浜市報　定期第225号　令和８年３月13日



横 浜 市 公 告 第 152 号

　 　 　 建 築 許 可 申 請 に 係 る 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 開 催

  横 浜 農 業 協 同 組 合 代 表 理 事 組 合 長 柳 下 健 一 か ら 建 築 基 準 法 （ 昭 和

年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 た だ し 書 き の 規 定 に 基 づ く 建 築 許

可 申 請 が あ っ た の で 、 同 条 第 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 開

に よ る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   建 築 物 の 建 築 の 計 画

    申 請 地

      泉 区 上 飯 田 町 1,121 番 の １ ほ か ６ 筆 及 び 773 番 の ９ ほ か １ 筆

    許 可 対 象 用 途

      銀 行 の 支 店 、 損 害 保 険 代 理 店 他 （ 農 協 金 融 店 舗 ）

      925.05 ㎡ （ 計 画 ） ＞ ０ ㎡ （ 基 準 ）

    敷 地 面 積

      2,573.36 ㎡

    建 築 物 の 概 要

      建 築 面 積   717.67 ㎡

      延 べ 面 積   925.05 ㎡

      構     造   鉄 骨 造

      階     数   地 上 ２ 階 建 て

      用     途   銀 行 の 支 店 、 損 害 保 険 代 理 店 他 （ 農 協 金 融 店 舗 ）

      高     さ   8.765 ｍ

２   公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 日 時

    令 和 ８ 年 ４ 月 日 午 後 ７ 時

３   公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 場 所

    泉 区 上 飯 田 町 1,121 番 の １ ほ か ６ 筆 及 び 773 番 の ９ ほ か １ 筆

25 48

15

13

(１)

(２)

(３)

(４)

15
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横 浜 市 公 告 第 153 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 市 素 案 の 公 聴 会 の 開 催

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 案 の 素 案 を 作 成 し た の で 、 横 浜 市 都

市 計 画 公 聴 会 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） 第 ２ 条 の 規 定

に 基 づ き 公 聴 会 を 開 催 し 、 同 規 則 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き そ の 案 を 公

衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

  公 聴 会 に お い て 公 述 を 希 望 す る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 公 述 申 出 書 を 提 出 す る こ と が で き る

。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路

      １ ・ ３ ・ ４ 号 横 浜 上 瀬 谷 イ ン タ ー 線

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路

      ３ ・ １ ・ ９ 号 上 川 井 瀬 谷 ３ 号 線

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路

      １ ・ ３ ・ ４ 号 横 浜 上 瀬 谷 イ ン タ ー 線

      瀬 谷 区 上 瀬 谷 町 、 五 貫 目 町 、 瀬 谷 町 及 び 目 黒 町 地 内

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路

      ３ ・ １ ・ ９ 号 上 川 井 瀬 谷 ３ 号 線

      旭 区 上 川 井 町 及 び 瀬 谷 区 瀬 谷 町 地 内

３   公 聴 会 の 日 時 及 び 場 所

    日 時

      令 和 ８ 年 ５ 月 ８ 日 午 後 ７ 時 開 始

    場 所

      瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 190 番 地

      横 浜 市 瀬 谷 公 会 堂 講 堂

４   縦 覧 期 間

    令 和 ８ 年 ３ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 日 ま で

５   縦 覧 場 所 及 び 公 述 申 出 書 提 出 先

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課

６   都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間

    令 和 ８ 年 ３ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 日 ま で

７   都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所

横 浜 市 ホ ー ム ペ ー ジ （ h t t p s : / / w w w . c i t y . y o k o h a m a . l g .

j p / b u s i n e s s / b u n y a b e t s u / k e n c h i k u / t o s h i k e i k a k u / t

e t s u d u k i / k o c h o / k o c h o - i n d e x . h t m l ）

15 36

13

(１)

(２)

(１)

(２)

(１)

(２)

13 27

50 10

13 27
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横 浜 市 公 告 第 154 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 ５ 月 日 第 2024 開 1102 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    西 区 南 軽 井 沢 ５ 番 地 の １

    株 式 会 社 あ さ ひ ハ ウ ジ ン グ セ ン タ ー

      代 表 取 締 役   香   山   裕   司

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 北 区 鳥 山 町 371 番 の ３ の 一 部 、 371 番 の ５ 、 372 番 の １ の 一

  部 、 373 番 の 一 部 、 374 番 の １ 、 375 番 の １ 、 375 番 の ３ 、 376

  番 の １ 、 376 番 の ２ 、 377 番 の １ の 一 部 、 377 番 の ２ の 一 部 、 3

  番 の ３ 、 377 番 の ４ の 一 部 、 440 番 の ７ の 一 部 及 び 440 番 の

  の 一 部

43 36

13

10

77 10
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横 浜 市 公 告 第 155 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ６ 月 日 第 2025 開 1702 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    青 葉 区 美 し が 丘 五 丁 目 番 地 の

    株 式 会 社 ス ミ シ ア

      代 表 取 締 役   岩   内   日 出 世

    旭 区 都 岡 町 番 地 の ５

    有 限 会 社 泰 興 建 設

      代 表 取 締 役   近   藤   哲   也

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    青 葉 区 元 石 川 町 7,147 番 の １ 及 び 7,147 番 の ２

43 36

13

24

12 10

51
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横 浜 市 公 告 第 156 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 月 日 第 2025 開 1107 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    港 北 区 新 吉 田 町 533 番 地

    Ｊ Ｔ Ｆ フ ァ ー ム 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   古 川 原       琢

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 北 区 高 田 町 2,135 番

43 36

13

10 31
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横 浜 市 公 告 第 157 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ・ ４ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ８ 年 ２ 月 日

３   道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

    17.55 ｍ

５   指 定 の 場 所

    泉 区 和 泉 中 央 南 二 丁 目 2,917 番 の の 一 部

６   申 請 者 の 氏 名

    株 式 会 社 横 浜 建 工

      代 表 取 締 役   細   谷   俊   一

25 42

13

16

27

35
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横 浜 市 公 告 第 158 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ・ ７ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ８ 年 ２ 月 日

３   道 路 の 幅 員

    5.00 ｍ

４   道 路 の 延 長

    16.94 ｍ

５   指 定 の 場 所

    瀬 谷 区 阿 久 和 東 四 丁 目 番 の 及 び 番 の

６   申 請 者 の 氏 名

    平 和 住 宅 有 限 会 社

      代 表 取 締 役   小   坂   春   夫

25 42

13

14

27

20 29 20 33
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横 浜 市 公 告 第 159 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止

﻿  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ ５ 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    6.00 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

     85.50 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    金 沢 区 釜 利 谷 東 三 丁 目 4,439 番 の 地 先 か ら 4,502 番 の 地 先

  ま で

25 42

13

43

64 84

70

横浜市報　定期第225号　令和８年３月13日



横 浜 市 公 告 第 160 号

　 　 　 市 街 地 再 開 発 組 合 の 事 業 計 画 変 更 の 認 可

  都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 市 街 地 再 開 発 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 を 次 の と お り 認 可 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   組 合 の 名 称

    関 内 駅 前 北 口 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合

２   事 業 施 行 期 間

    令 和 ７ 年 ６ 月 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

３   施 行 地 区

    中 区 真 砂 町 ３ 丁 目 番 の １ 、 番 の ２ の 一 部 、 番 の ３ 、 番

  の ４ 、 番 の １ か ら 番 の ６ ま で 、 番 の １ 、 番 の ２ 、 番 、

  番 の ２ 、 番 の ３ 、 番 の １ か ら 番 の ３ ま で 、 番 の １ 及 び

  番 の ３ 並 び に 万 代 町 １ 丁 目 ７ 番 の ７ の 一 部 並 び に 蓬 萊 町 １ 丁 目

  ７ 番 の ６ の 一 部 並 び に 港 町 ２ 丁 目 ９ 番 の ２ の 一 部 、 ９ 番 の ３ の 一

  部 及 び ３ 丁 目 番 の １ 、 番 の ２ の 一 部 、 番 の ３ 、 番 の ４ 、

  番 の １ か ら 番 の ４ ま で 、 番 の １ か ら 番 の ４ ま で 、 番 、

  番 及 び 番 の ４

４   事 務 所 の 所 在 地

    中 区 真 砂 町 ３ 丁 目 番 地

５   設 立 認 可 の 年 月 日

    令 和 ７ 年 ６ 月 日

６   事 業 計 画 変 更 の 認 可 年 月 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日

44 38 38

13

25 16 31

33 33 33 33

34 34 35 35 36

36 36 37 37 38

38

10 10 10 10

11 11 12 12 13

14 14

33

25

13
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横 浜 市 公 告 第 161 号

　 　 　 関 内 駅 前 北 口 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 認

　 　 　 可 に 係 る 関 係 図 書 の 縦 覧

  都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 関 内 駅 前 北 口 地 区 市 街 地 再 開

発 組 合 の 事 業 計 画 に つ い て 変 更 認 可 の 公 告 を し た の で 、 同 条 第 ４ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 都 心 活 性 化 推 進 部 都 心 再 生 課

２   縦 覧 時 間

    午 前 ８ 時 分 か ら 午 後 ５ 時 分 ま で （ た だ し 、 土 曜 日 、 日 曜 日

  及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 178 号 ） に 規 定 す

  る 休 日 並 び に 月 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。 ）

44 38 38

19

13

50 10

45 15
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横 浜 市 公 告 第 162 号

　 　 　 市 街 地 再 開 発 組 合 の 事 業 計 画 変 更 の 認 可

  都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 市 街 地 再 開 発 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 を 次 の と お り 認 可 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   組 合 の 名 称

    関 内 駅 前 港 町 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合

２   事 業 施 行 期 間

    令 和 ７ 年 ４ 月 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

３   施 行 地 区

    中 区 尾 上 町 ２ 丁 目 番 の ２ 、 番 の ４ の 一 部 、 番 、 番 、

  番 の １ 及 び 番 の ２ 並 び に 真 砂 町 ２ 丁 目 番 の ２ 、 番 の １ 、

  番 の ２ 、 番 の １ 、 番 の ２ 、 番 の １ 、 番 の ２ 、 番 、 番

  の １ か ら 番 の ３ ま で 、 番 の １ か ら 番 の ３ ま で 、 番 の ２ 、

  番 、 番 の １ 、 番 の ２ 、 番 、 番 の １ 、 番 の ２ 、 番 、

  番 及 び ３ 丁 目 番 の ２ の 一 部 並 び に 港 町 ２ 丁 目 ３ 番 の ２ 、 ３ 番

  の ４ 、 ６ 番 、 ７ 番 、 ８ 番 の １ 、 ８ 番 の ２ 、 ９ 番 及 び ３ 丁 目 番 の

  ２ の 一 部

４   事 務 所 の 所 在 地

    中 区 港 町 ２ 丁 目 ９ 番 地

５   設 立 認 可 の 年 月 日

    令 和 ７ 年 ４ 月 日

６   事 業 計 画 変 更 の 認 可 年 月 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日
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横 浜 市 公 告 第 163 号

　 　 　 関 内 駅 前 港 町 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 認

　 　 　 可 に 係 る 関 係 図 書 の 縦 覧

  都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 関 内 駅 前 港 町 地 区 市 街 地 再 開

発 組 合 の 事 業 計 画 に つ い て 変 更 認 可 の 公 告 を し た の で 、 同 条 第 ４ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 都 心 活 性 化 推 進 部 都 心 再 生 課

２   縦 覧 時 間

    午 前 ８ 時 分 か ら 午 後 ５ 時 分 ま で （ た だ し 、 土 曜 日 、 日 曜 日

  及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 178 号 ） に 規 定 す

  る 休 日 並 び に 月 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。 ）

44 38 38

19

13

50 10

45 15

23

12 29
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区 公 告

　

港 北 区 公 告 第 号 （ 令 和 ８ 年 ２ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効

  次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ２ 月 日

横 浜 市 港 北 区 長   竹   下   幸   紀

自 動 車 臨 時 運 行

許 可 番 号 標 番 号

失 効 年 月 日

  横

   ９－

  浜      

        横 浜

令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日

  横

    －

  浜      

        横 浜

令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日

 

39 26

26

10

41 65
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緑 区 公 告 第 ７ 号 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効

  次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日

横 浜 市 緑 区 長   佐   藤   康   博

自 動 車 臨 時 運 行

許 可 番 号 標 番 号
失 効 年 月 日

  横

    －

  浜

        横 浜

令 和 ７ 年 月 日

  横

    －

  浜

        横 浜

令 和 ７ 年 月 １ 日

  横

    －

  浜

        横 浜

令 和 ７ 年 月 １ 日

  横

    －

  浜

        横 浜

令 和 ７ 年 月 ２ 日

10 46
10 30

23 01
12

33 13
12

41 99
12
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港 北 区 公 告 第 号

　 　 　 横 浜 市 師 岡 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス の 指 定 管 理 者 の 指 定

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 横 浜 市 師 岡 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス の 指 定 管 理 者 と し て 、 次 の

者 を 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 港 北 区 長   竹   下   幸   紀

指 定 管 理 者   指 定 の 期 間

所 在 地 名   称

港 北 区 菊 名

六 丁 目 番

号

一 般 財 団 法 人 こ う ほ

く 区 民 施 設 協 会

理 事 長

  関       治   美

令 和 ８ 年 ８ 月 １ 日 か ら

令 和 年 ３ 月 日 ま で

 

40

22 67

13

18

10

13 31
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水 道 局

　

  横 浜 市 水 道 局 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 条 例

施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者    

水 道 局 長   山   岡   秀   一

水 道 局 規 程 第 ２ 号

　 　 　 横 浜 市 水 道 局 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関

　 　 　 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

  横 浜 市 水 道 局 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 条 例

施 行 規 程 （ 平 成 年 ２ 月 水 道 局 規 程 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

  第 ７ 条 第 ２ 項 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 項 に 規 定 」 を 「 当 該 処 分

通 知 等 に 係 る 事 項 に つ い て の 情 報 に 電 子 署 名 を 行 い 、 当 該 電 子 署 名

に 係 る 電 子 証 明 書 と 併 せ て こ れ を 記 録 」 に 改 め 、 同 項 を 第 ２ 項 と す

る 。

  第 条 を 削 る 。

      附   則

  こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

13

17

13
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教 育 委 員 会

　

横 浜 市 教 育 委 員 会 告 示 第 ４ 号

　 　 　 公 印 の 新 調 及 び 廃 止

  次 の と お り 公 印 を 新 調 し 、 及 び 廃 止 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 ３ 月 日

横 浜 市 教 育 委 員 会

１   新 調

公 印 の 名 称 使 用 開 始 年 月 日 印 影

 

 

 

 

横 浜 市 立 ひ ぎ り 舞

岡 小 学 校 印

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

 

   

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

 

 

横 浜 市 立 ひ ぎ り 舞

岡 小 学 校 長 印

 

 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

 

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

２   廃 止

公 印 の 名 称 廃 止 年 月 日 印 影

 

 

 

 

横 浜 市 立 日 限 山 小

学 校 印

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

 

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

 

 

 

 

 

13

45

21

45
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横 浜 市 立 日 限 山 小

学 校 長 印

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

 

 

 

 

横 浜 市 立 南 舞 岡 小

学 校 印

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

 

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

 

 

横 浜 市 立 南 舞 岡 小

学 校 長 印

 

 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

 

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）
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45

21
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